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【介護老人保健施設の理念と役割】 

 介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。また、家族や

地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 

１．包括的ケアサービス施設 

 利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画

を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。 

２．リハビリテーション施設 

 体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行

います。 

３．在宅復帰施設 

 脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 

４．在宅生活支援施設 

 自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供すると共に、他サ

ービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 

５．地域に根ざした施設 

 家族や地域住民と交流し情報提供を行い、様々なケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと

連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

２階 介護 加藤 淳 

 お盆を過ぎても連日うだる様な暑さは続い

ております。暑さ寒さも彼岸までとは言いま

すが、全国的に 9 月中も真夏日を記録すると

ころが多くなると予想されており、秋の到来

は平年よりひと月ほど遅れるそうです。 

 ここ数年起きている猛暑の原因として地球

温暖化が挙げられます。7月の大雨や南海トラ

フ地震注意報が発令された 8 月 8 日の日向灘

沖地震は、自然の驚異を痛感するとともに、

今後も起こりうる災害を懸念させます。 

 当施設では夏には火

災を、秋には地震を想

定した避難訓練を実施

し、利用者皆様の安全

と生命を守ることが出

来るよう努めています。 

 9月 1日は防災の日でした。町内や各地域で

避難訓練を実施された方も多いかと思います。

ご家族の皆様も今一度、

防災用品や避難経路の

確認をされてみてはい

かがでしょうか。 

 

 

 
３階 介護 猪股 綾子 

 ３階フロアでは７月からミニひまわりを育

てており、利用者の方々に水やりを行ってい

ただいております。８月中旬から可愛らしい

花が咲き始め、今は満開になるのを皆で楽し

みに待っている所です。 

 今年の夏は感染症の流行により、残念なが

ら様々な行事や活動が制限されてしまいまし

た。しかしながら利用

者の皆様には季節を感

じていただけるように、

工夫しながら様々な活

動に取り組んで行きた

いと思います。 
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３階 看護 伊藤 友春 

 今年の夏も暑い日が続きました。そうした

中、新型コロナウイルスは各地で増加し、感

染は拡大しております。また手足口病やマイ

コプラズマ肺炎の感染者も全国的に増えてい

ます。当施設では手洗いや口腔内の清潔保持

などの感染対策を引き続き行い、感染の予防

に努めています。 

 また自然災害も各地で起きており、秋田県

内も大雨により、甚大な被害を受けました。

感染症もそうですが災害時においても、初動

が大切になります。発生時に速やかに対応で

きるよう情報の共有

や備えをしっかりと

行い、利用者皆様が

安全に生活できるよ

う努めていきたいと

思います。 

相談室 佐々木 智広 

各種保険証類で更新されたものが、まだお

手元にある方は、窓口までお持ちいただきま

すようお願い致します。 

またフロアでの新型コロナウイルス感染症

発生に伴い、ご家族の皆様にはご心配とご迷

惑をおかけしました。現在当施設での新型コ

ロナウイルス感染は収束し、9月 3日より、通

常の対応へと戻っております。ご協力いただ

きありがとうございました。 

 
 【夏祭りについてのお知らせ】 

先月号でもご連絡させていただきましたが、

今年の夏祭りは、時期をずらしての開催を予

定しております。代替行事や実施日、実施方

法、内容などにつきましては現在検討中です。 

 
【面会について】 

面会は全て予約制とさせていただいており

ます。お手数ですが面会をご希望の方は、事

前に日時をご連絡いただき面会の可否をご確

認下さい。 

また面会は全て窓越し、またはタブレット

での面会となります。一度の面会者数は大人

数とならないよう 2 名迄、また面会時間は利

用者皆様の負担を考慮し、大旨 10分程度とさ

せていただいております。 

面会時はマスク着用と手指消毒をしていた

だき、小学生以下（小学生を含む）や体調不

良の方(下痢、風邪症状のある方や 37.5℃以上

の方)は、面会を御遠慮下さい。なおインフル

エンザ、その他感染症の感染者数増加や感染

の拡大状況によっては面会を全面的に中止さ

せていただくこともございますので、ご了承

下さい。 
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